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アドホック・ ワーキンググループは月曜日朝に開会した。条約の下での長期的協力行動に関す

るアドホック・ ワーキンググループの第２回会合（AWG-LCA 2）は、組織上の問題、2009年作業

計画、長期的協力行動を検討することから議論を開始した。午後、AWG-LCAは、適応促進の資金

および技術に関するワークショップを開催した。 

京都議定書附属書 I 締約国の更なる約束に関するアドホック・ ワーキンググループ(AWG-KP 
5)第 5 回再開会合は、開会ステートメントと組織上の問題に関する簡単な議論から開始され、

その後、排出削減目標達成方法に関するラウンドテーブルの議論を行った。 

AWG-KP

AWG議長のHarald Dovland (ノルウェー)が再開AWG 5の開会を宣言した。締約国は議題書ならび

に作業計画書(FCCC/KP/AWG/2008/1)を採択した。 

開会ステートメント：アンティグア・バーブーダはG-77/中国の立場で発言し、附属書I締約国の

排出量数量制限削減目標(QELROs)に焦点を当てるよう求めた。 

アルジェリアは、アフリカン･グループの立場で発言し、2020年までに1990年比25-40%削減とい

う範囲の野心的な附属書I目標を求めた。 

オーストラリアは、アンブレラ・グループの立場で発言し、AWG-KPと他のUNFCCCプロセス、

特にAWG-LCA、9条レビュー、LULUCF、海上および航空輸送の排出量とが直接関係していると指

摘した。 

ツバルはAOSISの立場で発言し、附属書Iの約束は国全体の目標という形をとるべきであり、基本

年は1990年のままとし、LULUCFの構造は変更されるべきでなく、収益の一部(share of proceeds)につ

いては適応の資金源として排出量取引や共同実施にも拡大されるべきだと発言した。モルディブは

LDCsの立場で発言し、附属書I締約国が2020年までに排出量を大幅削減するよう求めた。 

排出削減目標達成方法に関するラウンドテーブル：AWG 議長の Dovland から文書 
(FCCC/KP/AWG/2008/INF.1, FCCC/KP/AWG/2008/MISC.1 and Adds. 1-3)が提出された。そ

の後、締約国は、パネルの報告を聞き、柔軟性メカニズム、LULUCF、セクトラルアプローチ

に関して議論した。 
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メカニズム：中国のDuan Maoshengは、CDMの簡素化と産業専門家の役割強化を提案した。同代

表は、一部の技術については追加性の試験を外すよう提案、セクトラルアプローチへの反対を表明

した。 

ニュージーランドのPhil Gurnseyは、CDMでのセクトラルアプローチを支持し、排出量取引およ

び共同実施への科料は適応資金への流れを予測可能にするものではないと述べた。 

EUのArtur Runge-Metzgerは、CDMのようなオフセットメカニズムから、プログラム化されたセク

トラルメカニズムへ、最終的には主要途上国経済の主要部門におけるキャップアンドトレードシス

テムへと動く必要があることを強調した。 

その後の議論では、多くの締約国がアフリカ諸国のプレゼンター不在に対する失望感を表明した。

また、セクトラルアプローチ、CDMでのLULUCFの役割、新しいメカニズムの可能性も議論した。

EU ETSにCDM吸収量クレジットを含める件では、Runge-Metzgerが責任問題に注目、LULUCFクレ

ジットが大量となる可能性への懸念にも注目した。 

ブルキナファソは衡平な配分を強調、附属書I諸国はアフリカおよびLDCの各国に対しプロジェク

トへの資金提供を約束しなければならないとする提案を行った。 

カナダは、セクトラル・クレジット・メカニズムの可能性に注目、共同実施に多くの国が参加す

る可能性、CDM吸収量プロジェクトに関する規則簡素化、CDMガバナンスの改善を検討するよう提

案した。 

Phil Gurnseyは、CDMに地域配分要求を含めるなら最低コストでの緩和達成という目標が損なわ

れると指摘した。Runge-Metzgerは、南アフリカからの質問に答え、途上国間の格差を強調する一方、

「主要途上国」というのは条約の分類ではないことを認めた。 

LULUCF：ツバルのIan Fryは、議定書3.3条および3.4条（LULUCF）の大幅な改定に反対した。カ

ナダのTony Lempriereは、既存の規則改定を支持し、算定では人為的な排出量や除去量に焦点をあて

るべきであると述べた。 

オーストラリアのGregory Pickerは、LULUCF部門にはまだ手がつけられていない緩和ポテンシャ

ルが大量に存在することに注目、現在の規則には限界があると指摘した。EUのJim Penmanは、近年

の科学の進歩を指摘、先進国間に共通する手法を求めた。 

その後の議論では、多くの代表が目標設定前の規則策定を求めた。中国は、第２約束期間の規則

を既存の規則と比較可能なものにするべきだと述べた。インドは、ブラジルの支持を受け、LULUCF

問題に注目が集まることへの疑念を呈し、附属書I締約国の化石燃料排出量の影響が大きいことを強
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調した。PickerとPenmanは、附属書B 締約国がLULUCFを「刑務所免除カード」(jail free card)として

利用しようとしているかのようなコメントに異議を唱えた。 

セクトラルアプローチ：日本のShuichi Takanoは、部門別目標が国内の目標設定と国際協力の両方

を推進できると指摘した。 

南アフリカのHarald Winklerは、AWG-KPでは附属書I締約国の国内努力に絞った議論をするべき

であり、セクトラルアプローチは国内のキャップに代わるものではなく、補助的なものとするべき

だと述べた。 

スイスのJose Romeroは、部門別目標について、国内目標とは別個のものともできるが、国内目標

の中に組み入れることも可能であると述べ、算定問題を指摘し、海上輸送および航空輸送の排出量

を対象とすることへの支持を表明した。 

ノルウェーのMarit Pettersenは、海上輸送および航空輸送の排出量にUNFCCCの下で定められる世

界的なキャップをかけるよう希望し、国際海事機関 (IMO)の下での法的拘束力のある、市場本位の

メカニズムオプションを紹介した。 

その後の議論で、アルゼンチン、EU、その他は、海上輸送および航空輸送をUNFCCCの下で管理

することを支持したが、シンガポール、その他は、IMOおよび国際民間航空機関(ICAO)を通して対

処するよう希望した。パナマは、海上輸送排出量について、船舶の国籍国の責任とすることに反対

した。中国は共通だが差異ある責任を強調し、ニュージーランドとPettersenは、海上輸送および航

空輸送の排出量について世界規模の手法をとるよう提案した。サウジアラビアは、対応措置の悪影

響を議論することなく、海上輸送および航空輸送の排出量について議論することに反対を表明した。 

カナダ、その他は、国際的なセクトラルアプローチについて広範な議論をするよう求めた。ブラ

ジルは、セクトラルアプローチは附属書I諸国だけに適用されるべきだと主張、中国は、先進国のエ

ネルギーおよび運輸部門の排出量に関しては効果がありうると指摘した。 

AWG-LCA 

AWG-LCA議長のLuiz Machado (ブラジル)は、AWG-LCAの2008年作業計画の全項目で前進を図る

必要があることを強調した。締約国は、議題書(FCCC/AWGLCA/2008/4)を採択し、Machado議長か

らは会合に関するシナリオメモ(FCCC/AWGLCA/2008/7)が提出された。 

2009年作業計画の検討：UNFCCC事務局長のYvo de Boerは、2008年および2009年の政府間会合の

アレンジに関する文書(FCCC/SBI/4/Add.1-FCCC/AWGLCA/2008/5)を提出した。AWG-LCA副議長の

Michael Zammit Cutajarが、2009年作業計画に関する非公式協議を行う。 
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長期的協力行動：G-77/中国は、気候変動との戦いにおいては先進国が先頭をきるべきであると述

べた。同代表は、AWG-LCAが他の現行プロセスを置き換えるものであってはならないことを強調

した。スロベニアはEUの立場で発言し、締約国は本会合において結論書に合意するべきであると述

べた。 

バルバドスは小島嶼国連合(AOSIS)の立場で発言し、新たなイニシアティブおよび無償ベースで

の適応資金供与の金額は、適応の全コストを満たすものでなければならないと述べた。同代表は、

条約の下での適応基金の設立を提案した。LDCsは、適応を優先するべきであり、実際の支援を提供

するべきだと述べた。 

アフリカングループは、AWG-LCAの作業を速やかに、経済的に、透明性のある形で実施するべ

きであるとし、プロセスや成果における衡平性を支持した。スイスは環境十全性グループの立場で

発言し、オープンで透明性のあるプロセスが必要なことを強調、単に手続き上の問題で進展を見る

のではなく、実質的な進展を図るよう提案した。アンブレラ・グループは、AWG-LCAの作業によ

り、全ての締約国がCOP 15においてそれぞれの国情に配慮して行動をとる成果を生むはずだと述べ

た。 

カナダは、どのような合意であっても世界的な規模をもち、世界規模で適用され、環境の保護と

経済の繁栄のバランスをとり、長期的な目標に沿って行われるものとするべきだと述べた。日本は、

各国がそれぞれの能力に応じた緩和、セクトラルアプローチによる緩和を強調した。中国は、バリ

行動計画の本質は、先進国がより多くの排出削減約束をする一方、途上国に資金と技術を提供する

ことだと述べた。米国は、議論を議長文書にまとめるべきであり、その中には、1992年以降の世界

経済の急速な進展が反映されるべきだと述べた。サウジアラビアは、透明性の必要を強調し、バイ

オ燃料と運輸部門に関するUNFCCC事務局長のステートメントに関する懸念を表明した。インドは、

セクトラルアプローチに対する懸念を表明した。 

資金および技術による適応の推進に関するワークショップ：SBI議長のBagher Asadi (イラン)と

SBSTA議長のHelen Plume (ニュージーランド)が、条約の下での関連作業について報告した。その後、

いくつかの締約国がプレゼンテーションを行った。 

バングラデシュはLDCsの立場で発言し、全ての国がNAPAsを策定する必要があること、既存の

適応基金へのアクセスが困難なこと、持続可能な開発枠組の中で、気候に耐えうる開発を行う必要

があることを強調した。クック諸島はAOSISの立場で発言し、条約の下での適応基金の必要性、適

応基金と排出量の結びつき、SIDSに対する国際保険メカニズム、適応協力メカニズムを強調した。
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EUは、適応を開発計画の中に組み込み、利害関係者による適応戦略の実施を助ける適応行動枠組を

設立するよう提案した。 

ガンビアは、NAPAガイドラインの欠点を指摘する一方、適応の国家計画への組み入れや各省庁

の意識向上など、ガイドラインにより達成された点にも焦点を当てた。インドは、コストや適応能

力など適応面での不確実性に注目した。同代表は、開発促進が最善の適応戦略の一つであるとし、

技術と資金供与が適応の柱となることを強調した。日本は、途上国の活動に援助してきたことを強

調、この中にはクールアース･パートナーシップなどを通した活動や、新たな多国間基金および適応

基金創設への貢献が含まれると述べた。フィリピンは、情報キャンペーンや、法的枠組、適応プロ

ジェクトなど、地方レベルの適応基金の実例を紹介した。 

その後の議論で、参加者は、特に適応における民間部門の役割、適応を国内政策枠組に組み入れ

る際の予算上の問題、NAPAsと国別報告書の調整、NAPAガイドラインの活用、地方レベルの適応

政策に関する資金源、脆弱性指標の利用について議論した。ウガンダは、もともと緊急の短期適応

措置を意図するNAPAsと、同代表が中長期的と評する国内適応計画との違いを説明した。サモアは、

融資ではなく無償資金による適応資金供与をと強調した。南アフリカは、適応を開発の主流とする

ことと個別の適応行動の両方を支持した。気候行動ネットワーク（CLIMATE ACTION NETWORK 

(CAN)）は、締約国が共通だが差異ある責任を守ろうとするなら、EUは年間500億ドルと推計され

る途上国の適応資金の4分の1を、米国はその3分の1を負担する計算になると述べた。ザンビアは、

決められた資金メカニズムがLDCsの緊急かつ直近の適応ニーズに応えられるものかどうか疑問視

した。ブラジルは、適応に対する柔軟かつ包括的なアプローチを強調した。日本は、適応と開発の

違いについて尋ねた。 

廊下にて 

ボンでの気候会議の初日、バリでのモーメンタムを維持しようとの決意を示す参加者が多数い

たが、それと同時に 2009 年 12 月のコペンハーゲンでの決着に向けた多くの会議の一つに過ぎ

ないと指摘するものもいた。「この会議でできることは限られているが、事を進め続ける必要が

ある」とある参加者は述べた。別なものは、これからの 18 ヶ月間で最も大きなチャレンジは

各段階で「複雑さを管理し」、「現実に達成可能なものは何かに焦点を当て続けることだ」との

観測を披露した。ボンの会議では、バンコックでのプロセス中心の議論ではなく、率直な意見

交換と実質的な議論ができることを希望するものが多いようである。数人の参加者は、月曜日

の AWG-KP が具体的な議論に入ったことを心強く思っているようであった。AWG-LCA 2 の

成果がどのような形になるか懸念を表明するものもあり、正式な結論書を採択するべきかどう

かですでに意見の食い違いが表面化している。 
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さらに作業量の多さと 2008 年の会合の回数が、2009 年にはさらに大きな負担となる可能性を議論

するものも多く、合計 5 回、10 週間にもおよび会合期間に加えてワークショップや非公式会議も多

数開催される見込みであることに焦燥感を示すものもいた。ある参加者は「前例のないことだが、

その一分、一分が必要になるだろう」と述べた。 
 

 GISPRI 仮訳  
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